
地区計画の区域内における行為の届出方法

現在、平塚市内には８つの地区計画区域があり、その地区ごとに建築物等に関する

制限事項が「地区整備計画」として定められています。 

この「地区整備計画」のうち、建築物に関する規定について定めた「平塚市地区計

画建築物条例」（以下「条例」）が、平成 20 年７月１日から施行され、建築確認申請

の際に建築基準法に基づき審査されることとなっていますが、条例化以外の規定につ

いては、都市計画法に基づく届出が必要です。

●届出の方法について 

１、平塚市建築指導課に確認申請を行う場合の届出方法 

 １）建築確認申請と共に、「都市計画の区域内における行為の届出書（第１号様式）」

（以降「届出書」）正副２部を提出して下さい。届出書は工事着手の３０日前ま

でに提出することとなっています。（建築確認申請書提出と時期が合わない場合

は、２に示す方法にて先に届出書と図面を提出して下さい。） 

 ２）建築確認申請図書には、届出書に記載された図面の種類を含みます。 

 ３）届出規定審査後、規定に適合している場合、不勧告印が押された届出書の副が

返却されます。 

２、指定確認検査機関に確認申請を行う場合の届出方法 

１）平塚市建築指導課に届出書正副２部を工事着手の３０日前までに提出します。 

２）添付図面は、届出書に記載された図面の種類とし、正用の１部を提出します。 

３）届出規定審査後、規定に適合している場合、不勧告印が押された届出書の副が

返却されます。 

３、届出内容に変更がある場合は、「都市計画の区域内における行為の変更届出書（第

２号様式）」（以降「変更届出書」）正副２部及び変更された図面を、平塚市建築指導

課に提出します。 

４、 届出規定に適合しない場合は、平塚市まちづくり政策課から勧告がなされます。 

５、 地区計画区域のうち「富士見町地区」及び「五領ヶ台地区内のＡ－２地区以外

の地区」においてはすべての制限事項が、条例化されていますので届出は不要と

なります。届出が必要な区域及び計画地区については裏面“平塚市地区計画建築

物条例化規定及び届出規定表”を御覧下さい。 

６、 建築確認を伴わないリフォーム等の際には、「条例化された事項」及び「条例化

以外の届出が必要な事項」双方について都市計画法上の届出が必要ですのでご注

意下さい。 

なお、届出書及び変更届出書の用紙は、建築指導課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞができます。 

■お問い合わせ

○条例及び届出に関する事項 

平塚市まちづくり政策部建築指導課  

TEL：0463－23－1111（代表） 2607、2608（内線）FAX：0463－21－9769

ホームページ：http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machizukuri/page-c_01918.html 
○地区計画制定に関する事項 

まちづくり政策部まちづくり政策課 TEL内線 2429，2428 
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